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（２）組織の設置単位について 

① 調査組織の設置単位としては、以下のものが考えられる。 

ア 医療従事者に対する処分権限が国にあることに着目した全国単位又は地

方ブロック単位の組織 

イ 医療機関に対する指導等を担当するのが都道府県であることや、診療関

連死の発生時の迅速な対応に着目した都道府県単位の組織 

② なお、都道府県やブロック単位で調査組織を設ける場合、調査組織に対す

る支援や、調査結果の集積・還元等を行うための中央機関の設置も併せて検

討する必要がある。 

a） 全国的に統一した方針・方法の下に調査を行うべく、調査組織は全国単位として

はどうか。 

b） 調査に当たっては、迅速性・機動性を確保する必要があるが、各都道府県に支部

を置くことは県単位の人口差が大きく非効率であるため、全国に八つの支部を置

いてはどうか。 

c） 調査組織の中央組織として、事例収集・分析センターを設け、事例を類型化し、

積極的な再発防止策を提言し、一般に公開する。 

d） さらに、医療従事者等を対象とした診療関連死の調査・評価に関する研修や教育

プログラムを開発・提案する機能を持たせる必要がある。 

 

（３）調査組織の構成について 

① 調査組織には、高度の専門性が求められる一方で、調査の実務も担当する

こととなると考えられる。このため、調査組織は、 

ア 調査結果の評価を行う解剖担当医（例えば病理医や法医）や臨床医、法

律家等の専門家により構成される調査・評価委員会（仮称） 

イ 委員会の指示の下で実務を担う事務局 

から構成されることが基本になると考えられる。 

② また、併せて、こうした実務を担うための人材育成のあり方についても検

討する必要がある。 

【調査組織を構成する人材】 

a） 医療従事者と遺族をつないでいくという面で、看護師が大きな役割を果たせるの

ではないか。調査組織における看護師の役割を明確にしていく必要があるのでは
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